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第１章 総則 

 

１ 避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）作成の経緯及び目的 

平成２３年の東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち６５歳以上の高齢者の死

者数が約６割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約２倍に上った。他方で、例

えば消防職員・消防団員の死者・行方不明者は２８１人、民生委員の死者・行方不明者は５６

人に上るなど、多数の支援者も犠牲となった。 

東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等について、情報提供、避難、

避難生活等様々な場面で対応が不十分な場合があったことを受け、これらの者に係る名簿の整

備・活用を促進することが必要とされたことから、平成２５年の災害対策基本法の改正により

市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務化された。 

近年の災害においても高齢者や障害者が犠牲となっており、災害における全体の死者のうち

６５歳以上の高齢者の割合は、令和元年台風第１９号では約６５％、令和２年７月豪雨では約

７９％であった。 

これらの教訓を踏まえ、令和３年５月に災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支

援者ごとに個別避難計画の作成が努力義務化されるなどの規定等が創設された。 

このたび、これらの法改正を受けて国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指

針」が改定されたことを踏まえ、避難行動要支援者の避難支援の基本的な考え方や進め方を明

確にすることで、支援を適切かつ円滑に実施することを目的として、田原本町避難行動要支援

者避難支援プラン（全体計画）を定める。 

 

２ 避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）の位置付け 

田原本町避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）は、田原本町地域防災計画の下位計

画であり、第２章において避難行動要支援者名簿に関する基本方針を定め、第３章において避

難行動要支援者個別避難計画に関する基本方針を定める。 

 

３ 用語の定義 

田原本町避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）において、次の各項に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

(1) 要配慮者 

高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう（災害対策基本法第８条第２

項第１５号）。 

(2) 避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難するこ

とが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものを

いう（災害対策基本法第４９条の１０第１項）。 

(3) 名簿掲載希望者 
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要配慮者のうち、田原本町地域防災計画が定める避難行動要支援者の要件には該当しない

が、自らの命を主体的に守るため、町に対して自ら避難行動要支援者名簿への掲載を求めた

者をいう。 

(4) 避難行動要支援者名簿 

避難行動要支援者及び名簿掲載希望者について避難支援等を実施するための基礎とする名

簿をいう（災害対策基本法第４９条の１０第１項参照）。 

(5) 避難支援等 

避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者及び名簿掲載希望者の生命又は身体を

災害から保護するために必要な措置をいう（災害対策基本法第４９条の１０第１項参照）。 

(6) 避難支援等関係者 

民生児童委員、自治会長及びその他地域住民等の日常から避難行動要支援者と関わる者を

いう（災害対策基本法第４９条の１１第２項、田原本町地域防災計画参照）。 

(7) 個別避難計画 

避難行動要支援者ごとに作成する、避難行動要支援者について避難支援等を実施するため

の計画をいう（災害対策基本法第４９条の１４第１項）。 

 

４ 制度の概要 

(1) 避難行動要支援者名簿の作成等 

① 町は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者名簿を作成しておかなけ

ればならない（災害対策基本法第４９条の１０）。 

② 避難行動要支援者の同意が得られたときは、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必

要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、名簿情報を

提供する（災害対策基本法第４９条の１１第２項）。 

③ 避難行動要支援者の同意が得られていない場合であっても、災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため

に特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者

その他の者に対し、名簿情報を提供することができる（災害対策基本法第４９条の１１第

３項）。 

(2) 個別避難計画の作成等 

① 町は、避難行動要支援者の同意が得られたときは、地域防災計画の定めるところにより、

避難行動要支援者ごとに個別避難計画を作成するよう努めなければならない（災害対策基

本法第４９条の１４）。 

② 避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意が得られたときは、災害の発生に備え、

避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係

者に対し、個別避難計画情報を提供する（災害対策基本法第４９条の１５第２項）。 

③ 避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意が得られていない場合であっても、災害

が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を

災害から保護するために特に必要があると認めるときは。避難支援等の実施に必要な限度
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で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる（災

害対策基本法第４９条の１５第３項）。 
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第２章 避難行動要支援者名簿に関する基本方針 

 

１ 避難行動要支援者の把握 

(1) 町内部での情報の集約 

町は、避難行動要支援者に該当する者を把握するために、町の関係部局で把握している要

介護高齢者や障害者等の情報を集約する。その際、要介護状態区分別や障害種別、支援区分

別に把握する。 

(2) 県等からの情報の取得 

難病患者に係る情報等、町で把握していない情報の取得が避難行動要支援者名簿の作成の

ため必要があると認められるときは、県知事その他の者に対して情報提供を求める。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・避難行動要支援者の要件①②に該当する者の把握及び情報集約。 長寿介護課 

・避難行動要支援者の要件③～⑤に該当する者の把握及び情報集約。 健康福祉課 

・避難行動要支援者の要件⑥⑦に該当する者の把握及び情報集約。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

≪支援≫ 

項目 支援部署 

・避難行動要支援者の把握及び情報集約の支援 防災課 

 

２ 避難行動要支援者名簿の作成 

町は、避難支援等の実施の基礎とするため、避難行動要支援者名簿を作成し、避難行動要支

援者及び名簿掲載希望者に関する事項を記載する。 

(1) 避難行動要支援者名簿の種類 

避難行動要支援者名簿は、次に掲げる２種類とする。 

① 避難行動要支援者名簿（全件名簿） 

避難行動要支援者及び名簿掲載希望者の全員を掲載した名簿。 

② 避難行動要支援者名簿（同意者名簿） 

避難行動要支援者及び名簿掲載希望者のうち、名簿情報を避難支援等関係者に対して提

供することについての同意が得られた者を掲載した名簿。 

(2) 避難行動要支援者の範囲 

田原本町地域防災計画が定める避難行動要支援者の範囲は、生活基盤が田原本町内の自宅

にある者のうち、次の要件のいずれかに該当する者である。 

① 単身世帯又は高齢者のみの世帯に属する高齢者（７５歳以上）で、要支援１・２又は要

介護１・２の認定を受けている者 

② 要介護認定３以上の者 
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③ 障害者手帳１・２級（肢体、視覚、聴覚・言語、内部）を所有する者 

④ 療育手帳Ａ判定所持者 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳１級所持者 

⑥ 重症難病患者（特定疾病医療受給者） 

⑦ その他避難支援等関係者が支援の必要を認めた者 

※ ⑥に関して、県の災害時等在宅難病患者支援事業として、生命維持に関与する医療機器を

使用する在宅難病患者(重症難病患者)として、奈良県から町へ情報提供があった者 

(3) 名簿掲載希望者の届出 

名簿掲載希望者については、名簿掲載希望届出書（兼意向確認書）により、避難行動要支

援者名簿への掲載希望を受け付けるものとする。 

(4) 避難行動要支援者名簿に記載する事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者及び名簿掲載希望者に関する次に掲げる事

項を記載する。 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先 

⑥ 避難支援等を必要とする事由 

⑦ その他避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

※ ⑥は要介護度および障がい等級とする 

(5) 名簿情報を避難支援等関係者に対して提供することについての意向確認 

① 避難行動要支援者全員について、避難行動要支援者名簿情報の外部提供に関する意向確

認書により、災害の発生に備えて名簿情報を避難支援等関係者に対して提供することにつ

いての同意又は不同意の意向確認を行う。 

② また、名簿掲載希望者については、名簿掲載希望届出書（兼意向確認書）により、避難

行動要支援者名簿への掲載希望の受付の際に意向確認を行う。 

③ なお、重度の認知症や障害等により、個人情報の取扱いに関して同意したことによって

生ずる結果について判断できる能力を有していない場合等は、親権者や法定代理人等に意

向確認を行う。 

④ 同意又は不同意の意向は、変更の申出がない限り自動継続するものとする。ただし、長

期の入院や施設入所等で避難行動要支援者名簿（全件名簿）から削除された者については、

同意又は不同意の効力は停止するものとし、その後、避難行動要支援者名簿（全件名簿）

に再度掲載された場合は、同意・不同意の効力を再開させ、変更の申出があった場合は改

めて意向確認を行う。 

⑤ 次に掲げる者については、１年に１回程度意向確認を行うものとする。 

ア 新たに避難行動要支援者名簿（全件名簿）に掲載された者 

イ その他町長が必要とした者 
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(6) 避難行動要支援者名簿からの削除 

避難行動要支援者の要件に該当しなくなった者は、避難行動要支援者名簿（全件名簿）か

ら削除する。ただし、名簿掲載希望者については、この限りでない。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・避難行動要支援者の要件①②に該当する者に係る避難行動要支援者名

簿の作成及び名簿情報の外部提供に係る意向確認。 
長寿介護課 

・避難行動要支援者の要件③～⑤に該当する者に係る避難行動要支援者

名簿の作成及び名簿情報の外部提供に係る意向確認。 
健康福祉課 

・避難行動要支援者の要件⑥⑦に該当する者に係る避難行動要支援者名

簿の作成及び名簿情報の外部提供に係る意向確認。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

・名簿掲載希望者の受付及び名簿情報の外部提供に係る意向確認。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

 

３ 避難行動要支援者名簿の提供 

避難行動要支援者名簿は、災害の発生に備えて平常時から避難支援等関係者に提供され、共

有されていることで、災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結び付くため、町は、避難

支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿（同意者名簿）

情報を提供する。 

また、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又

は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、町は、避難支援等の実施に

必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者名簿（全件名簿）情報

を提供することができる。 

(1) 避難行動要支援者名簿（同意者名簿）情報の提供先 

避難行動要支援者名簿（同意者名簿）情報の提供先は、地域防災計画が定める避難支援等

関係者であり、具体的には、民生児童委員、自治会長及びその他地域住民等の日常から避難

行動要支援者と関わる者である。 

(2) 避難行動要支援者名簿（全件名簿）情報の提供先 

避難行動要支援者名簿（全件名簿）情報の提供先は、避難支援等関係者その他の者であり、

具体的には、地域防災計画が定める避難支援等関係者の他、消防機関、警察、自主防災組織、

町社会福祉協議会、社会福祉事業者等が想定される。 

 (3) 名簿情報の漏えい防止のための措置 

避難行動要支援者名簿には、秘匿性の高い個人情報が含まれるため、町は、避難行動要支

援者名簿情報を提供するときは、名簿情報の漏えい防止のため、次の措置を講ずる。 

① 避難行動要支援者名簿情報は、当該避難行動要支援者又は名簿掲載希望者を担当する地
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域の避難支援等関係者に限り提供すること。 

② 避難行動要支援者名簿情報の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部

で避難行動要支援者名簿情報を取扱う者を限定するよう説明すること。 

③ 避難行動要支援者及び名簿掲載希望者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよ

う説明すること。 

④ 名簿情報の提供を受けた者には、災害対策基本法に基づく守秘義務が課されることを十

分に説明すること。 

⑤ 避難行動要支援者名簿情報を施錠可能な場所に保管するよう説明すること。 

⑥ 受け取った避難行動要支援者名簿情報を必要以上に複製しないよう説明すること。 

⑦ 必要に応じて名簿情報の取扱状況の報告を求めること。 

⑧ 災害時に避難行動要支援者名簿（全件名簿）情報を提供する場合は、使用後に名簿情報

の廃棄・返却等を求めること。 

⑨ 避難行動要支援者名簿情報の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する説明すること。 

(4) 避難行動要支援者名簿（同意者名簿）情報の提供に係る手続き 

町は、避難支援等関係者に対して、名簿情報の漏えい防止のための措置を講じた上で、避

難支援等の実施に必要な限度で、紙媒体の避難行動要支援者名簿（同意者名簿）情報を提供

する。 

また、町は、紙媒体の避難行動要支援者名簿（同意者名簿）を更新したときは、避難支援

等関係者に更新後の情報を提供し、更新前の情報を回収する。 

(5) 自治会へ参加していない避難行動要支援者の取り扱い 

町は、自治会からの申し出があれば、自治会へ参加していない避難行動要支援者の情報を

削除のうえ避難行動要支援者名簿を差し替える。ただし、平常時の民生児童委員へ提供する

名簿および災害時の避難行動要支援者名簿（全件名簿）はこの限りでない。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・民生児童委員に対する避難行動要支援者名簿（同意者名簿）の提供及び

名簿情報漏えい防止のための措置。 
健康福祉課 

・自治会長に対する避難行動要支援者名簿（同意者名簿）の提供及び名簿

情報漏えい防止のための措置。 

長寿介護課 

健康福祉課 

こども未来課 
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４ 避難行動要支援者名簿の管理及び更新 

(1) 避難行動要支援者名簿の管理 

避難行動要支援者名簿は、災害時のバックアップのため、紙媒体及び電子媒体で管理する。 

紙媒体の名簿については、施錠可能な場所で管理し、電子媒体の名簿については、パスワ

ード等により厳正に管理する。 

(2) 避難行動要支援者名簿の更新 

紙媒体の名簿については、避難行動要支援者及び名簿掲載希望者の情報を原則として年１

回更新する。 

電子媒体の名簿については、避難行動要支援者の情報を原則として年４回更新し、名簿掲

載希望者の情報を随時更新する。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・避難行動要支援者の要件①②に該当する者に係る避難行動要支援者名

簿の管理、更新及び名簿へのデータ入力・更新。 
長寿介護課 

・避難行動要支援者の要件③～⑤に該当する者に係る避難行動要支援者

名簿の管理、更新及び名簿へのデータ入力・更新。 
健康福祉課 

・避難行動要支援者の要件⑥⑦に該当する者に係る避難行動要支援者名

簿の管理、更新及び名簿へのデータ入力・更新。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

・名簿掲載希望者の避難行動要支援者名簿の管理、更新及び名簿へのデー

タ入力・更新。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

≪支援≫ 

項目 支援部署 

・避難行動要支援者名簿の管理及び、更新の支援 防災課 
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第３章 避難行動要支援者個別避難計画に関する基本方針 

 

１ 個別避難計画の作成に必要な情報の把握 

(1) 町内部での情報の集約 

町は、個別避難計画を作成するに当たり、避難行動要支援者名簿に記載等されている情報

に加え、町の関係部局で把握している個別避難計画作成の対象者に関する情報を集約する。

その際、要介護状態区分別や障害種別、支援区分別に把握する。 

(2) 県等からの情報の取得 

難病患者に係る情報等、町で把握していない情報の取得が個別避難計画の作成のため必要

があると認められるときは、県知事その他の者に対して情報提供を求める。 

(3) 避難行動要支援者本人等からの情報の取得 

避難支援等を実施する上で配慮すべき心身に関する事項等について、避難行動要支援者及

び名簿掲載希望者本人、家族、本人と関りのある介護支援専門員、相談支援専門員、かかり

つけ医、民生児童委員等の関係者からの情報を把握する。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・避難行動要支援者の要件①②に該当する者に係る個別避難計画作成に

必要な情報の把握及び情報集約。 
長寿介護課 

・避難行動要支援者の要件③～⑥に該当する者に係る個別避難計画作成

に必要な情報の把握及び情報集約。 
健康福祉課 

・避難行動要支援者の要件⑥⑦に該当する者に係る個別避難計画作成に

必要な情報の把握及び情報集約。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

≪支援≫ 

項目 支援部署 

・個別避難計画作成に必要な情報の把握及び情報集約の支援 防災課 

 

２ 個別避難計画を作成することについての意向確認 

(1) 避難行動要支援者全員について、個別避難計画の作成に関する意向確認書により、災害対

策基本法第４９条の１５第２項又は第３項の規定による個別避難計画情報の提供に係る事項

について説明した上で、個別避難計画を作成することについての同意又は不同意の意向確認

を行う。 

(2) また、名簿掲載希望者については、名簿掲載希望届出書（兼意向確認書）により、災害対

策基本法第４９条の１５第２項又は第３項の規定による個別避難計画情報の提供に係る事項

について説明した上で、個別避難計画を作成することについての同意又は不同意の意向確認

を行う。 

(3) なお、重度の認知症や障害等により、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生
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ずる結果について判断できる能力を有していない場合等は、親権者や法定代理人等に意向確

認を行う。 

(4) 同意又は不同意の意向は、変更の申出がない限り自動継続するものとする。ただし、避難

行動要支援者名簿（全件名簿）から削除された者については、同意又は不同意の効力は停止

するものとし、その後、避難行動要支援者名簿（全件名簿）に再度掲載された場合は、同意

又は不同意の効力を再開する。 

(5)次に掲げる者については、１年に１回程度意向確認を行うものとする。 

ア 新たに避難行動要支援者名簿（全件名簿）に掲載された者 

イ その他町長が必要とした者 

 (7) 個別避難計画の停止 

避難行動要支援者名簿（全体名簿）から削除された者については、これに伴って原則個別

避難計画も停止する。再度、避難行動要支援者名簿(全体名簿)へ追加された場合は、原則再

度個別避難計画を再開する。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・避難行動要支援者の要件①②に該当する者に係る個別避難計画作成の

意向確認。 
長寿介護課 

・避難行動要支援者の要件③～⑤に該当する者に係る個別避難計画作成

の意向確認。 
健康福祉課 

・避難行動要支援者の要件⑥⑦に該当する者の係る個別避難計画作成の

意向確認。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

 

３ 個別避難計画の作成 

町は、個別避難計画を作成することについて避難行動要支援者及び名簿掲載希望者の同意が

得られたときは、避難行動要支援者及び名簿掲載希望者ごとに個別避難計画を作成するよう努

める。 

(1) 個別避難計画の種類 

個別避難計画は、次に掲げる２種類とする。 

① 町支援による個別避難計画 

優先度の高い避難行動要支援者について、対象者本人や家族、支援者などの関係者が集

まり、対象者本人の状況や支援内容、避難方法等を話し合う地域調整会議を開催し作成す

る個別避難計画。 

② 本人・地域記入の個別避難計画 

町支援による個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者及び名簿掲載希望者に

ついて、本人又はその関係者が記入し、町に提出する個別避難計画。 

(2) 個別避難計画作成に係る関係者の範囲 

個別避難計画作成に当たって連携する関係者としては、介護支援専門員や相談支援専門員
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等の福祉専門職、民生児童委員、自治会、自主防災組織、地域医師会、福祉事業者、社会福祉

協議会等の地域の医療・看護・介護・福祉等に関する団体等が想定される。 

(3) 個別避難計画作成の優先度 

できるだけ早期に避難行動要支援者及び名簿掲載希望者全体に個別避難計画が作成される

ようにするために、優先度の高い避難行動要支援者について町が町支援による個別避難計画

の作成に取り組む一方で、町支援による個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者

及び名簿掲載希望者について本人・地域記入の個別避難計画づくりも並行して進める。 

優先度の高い避難行動要支援者に該当するか否かについては、次に掲げる基準を考慮する

ものとし、その中でより優先度の高い者から順に、段階的に町支援による個別避難計画の作

成に取り組むものとする。 

≪介護≫ 

 

 

≪障がい≫ 

 

  

(4) 本人・地域記入の個別避難計画の受付・確認 

町支援による個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者及び名簿掲載希望者につ

２ｍ以上 １～２ｍ ０．５～１ｍ ０．５ｍ未満

・専門的な支援が必要

・入院や施設入所を検討

・一般避難所での生活が困難

・福祉避難所の利用を検討

・一般支援や守りで生活可能

・一般避難所・在宅での生活を検討

個別避難計画
振分表

要支援１・２

浸水想定区域

Ａ

要介護１・２

要介護３以上

Ｂ

Ｃ

【公助】　専門的な視点を取り入れ作成
〇専門職が対応しないと避難行動が困難
〇住民だけでの対応が困難

※要介護認定1以上かつ個別避難計画作成に同意した方全てを
　 対象とするので、一度に対応することは困難である。
　 よって、浸水想定区域で優先順位をつけて順次対応する。

【自助・共助】　本人・家族で作成
〇地域の支えあいで対応して
　 いくことが必要
〇マップが有効

本人・家族で作成
〇優先度は低いが、マップを
　 作成し備えていくことが大切

２ｍ以上 １～２ｍ ０．５～１ｍ ０．５ｍ未満

・専門的な支援が必要

・入院や施設入所を検討

・一般避難所での生活が困難

・福祉避難所の利用を検討

・一般支援や守りで生活可能

・一般避難所・在宅での生活を検討

浸水想定区域

Ａ

Ｂ

Ｃ

個別避難計画
振分表

【公助】　専門的な視点を取り入れ作成
〇専門職が対応しないと避難行動が困難
〇住民だけでの対応が困難

【自助・共助】　本人・家族で作成
〇地域の支えあいで対応していく
　 ことが必要
〇マップが有効

本人・家族で作成
〇優先度は低いが、
　マップを作成し備え
　ていくことが大切
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いては、本人又はその関係者に対して、本人・地域記入の個別避難計画の作成を促し、町が

当該本人・地域記入の個別避難計画の提出を受けて、(5)の事項が記載されていることを確認

する。 

(5) 個別避難計画に記載する事項 

個別避難計画には、避難行動要支援者及び名簿掲載希望者に関する次に掲げる事項を記載

する。 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先 

⑥ 避難支援等を必要とする事由 

⑦ 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者

又は名簿掲載希望者について避難支援等を実施する者をいう(個人だけではなく団体を含

む)。以下同じ。）の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 

⑧ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

⑨ その他避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

(6) 個別避難計画情報を避難支援等関係者に対して提供することについての意向確認 

① 個別避難計画を作成するときは、避難支援等実施者に対して、災害の発生に備えて個別

避難計画情報を避難支援等関係者に対して提供することについての同意又は不同意の意向

確認を行い、同意を得られたものについてのみ記載する。 

② なお、避難行動要支援者本人が重度の認知症や障害等により個人情報の取扱いに関して

同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有していない場合等は、親権

者や法定代理人等に意向確認を行う。 

③ 同意又は不同意の意向は、変更の申出がない限り自動継続するものとする。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・避難行動要支援者の要件①②に該当する者の個別避難計画の作成及び

作成支援。 
長寿介護課 

・避難行動要支援者の要件③～⑤に該当する者の個別避難計画の作成及

び作成支援。 
健康福祉課 

・避難行動要支援者の要件⑥⑦に該当する者の個別避難計画の作成及び

作成支援。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 
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≪支援≫ 

項目 支援部署 

・個別避難計画の全体的な作成支援 防災課 

 

４ 個別避難計画情報の提供 

町は、個別避難計画情報を避難支援等関係者に対して提供することについて、災害の発生に

備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供

する。 

また、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又

は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、町は、避難支援等の実施に

必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができ

る。 

なお、個別避難計画に記載された避難支援等実施者は、個別避難計画に基づく避難支援等の

実施に当たる当事者の一人として、避難支援等の実施に必要な限度で、個別避難計画情報を本

人と共有する。 

(1) 平常時における個別避難計画情報の提供先 

平常時における個別避難計画情報の提供先は、地域防災計画が定める避難支援等関係者で

あり、具体的には、民生児童委員、自治会長及びその他地域住民等の日常から避難行動要支

援者と関わる者である。 

(2) 災害時における個別避難計画情報の提供先 

災害時における個別避難計画情報の提供先は、避難支援等関係者その他の者であり、具体

的には、地域防災計画が定める避難支援等関係者の他、消防機関、警察、自主防災組織、町

社会福祉協議会、社会福祉事業者等が想定される。 

(3) 個別避難計画情報の漏えい防止のための措置 

個別避難計画には、秘匿性の高い個人情報が含まれるため、町は、個別避難計画情報を提

供するときは、個別避難計画情報の漏えい防止のため、次の措置を講ずる。 

① 個別避難計画情報は、当該避難行動要支援者又は名簿掲載希望者を担当する地域の避難

支援等関係者に限り提供すること。 

② 個別避難計画情報の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で個別避

難計画情報を取扱う者を限定するよう説明すること。 

③ 避難行動要支援者及び名簿掲載希望者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよ

う説明すること。 

④ 個別避難計画情報の提供を受けた者には、災害対策基本法に基づく守秘義務が課される

ことを十分に説明すること。 

⑤ 個別避難計画情報を施錠可能な場所に保管するよう説明すること。 

⑥ 受け取った個別避難計画情報を必要以上に複製しないよう説明すること。 

⑦ 必要に応じて個別避難計画情報の取扱状況の報告を求めること。 

⑧ 災害時に個別避難計画情報を提供する場合は、使用後に個別避難計画情報の廃棄・返却
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等を求めること。 

⑨ 個別避難計画情報の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する説明を行うこと。 

(4) 個別避難計画情報の提供に係る手続き 

町は、避難支援等関係者に対して、個別避難計画情報の漏えい防止のための措置を講じた

上で、避難支援等の実施に必要な限度で、紙媒体で個別避難計画情報を提供する。 

また、町は、個別避難計画を更新したときは、避難支援等関係者に更新後の情報を提供し、

更新前の情報を回収する。 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・民生児童委員に対する個別避難計画情報の提供及び情報漏えい防止の

ための措置。 
健康福祉課 

・自治会長に対する個別避難計画情報の提供及び名簿情報漏えい防止の

ための措置。 

長寿介護課 

健康福祉課 

こども未来課 

 

５ 個別避難計画の管理及び更新 

(1) 個別避難計画の管理 

個別避難計画は、災害時のバックアップのため、紙媒体及び電子媒体で管理する。 

紙媒体の個別避難計画については、施錠可能な場所で管理し、電子媒体の個別避難計画に

ついては、パスワード等により厳正に管理する。 

(2) 個別避難計画の更新の契機 

避難行動要支援者の転居、心身の状況の変化、浸水想定区域の見直しその他の個別避難計

画に影響を及ぼす事由が生じたときは、必要に応じて個別避難計画を随時更新する。 

また、本人、家族、避難支援等実施者又は個別避難計画作成に係る関係者から変更の届出

があったときも、必要に応じて個別避難計画を随時更新する。 

(3) 個別避難計画の更新の方法 

町支援による個別避難計画か本人・地域記入の個別避難計画かにかかわらず、更新に当た

っては、本人及びその関係者と調整の上、本人・地域記入による更新を原則としつつ、避難

支援を行う際に従来の計画内容では支障が生じる事情がある場合、必要に応じて町支援によ

る更新を実施するものとする。 

※ 避難支援を行う際に従来の計画内容では支障が生じる事情とは、「家族構成や各連絡先の

変更」「避難支援者の変更」「居住地変更あるいは要支援者の著しい状態変化に伴う、避難

経路や避難所等での留意事項の変更」といった、情報更新がないと計画の効果的な活用が

困難となる内容をいう。 

  



15 

 

 

≪担当≫ 

項目 担当部署 

・避難行動要支援者の要件①②に該当する者に係る個別避難計画の管理

及び更新。 
長寿介護課 

・避難行動要支援者の要件③～⑤に該当する者に係る個別避難計画の管

理及び更新。 
健康福祉課 

・避難行動要支援者の要件⑥⑦に該当する者に係る個別避難計画の管理

及び更新。 

健康福祉課 

こども未来課 

長寿介護課 

 

 


